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(57)【要約】
【目的】ピント状態を確認するための拡散機能を有した
マット面に、該マット面とは光透過率が異なる細線を描
いた一眼レフカメラ用ピント板において、被写体が暗い
ときにも細線が視認しやすく、製造も容易な一眼レフカ
メラ用ピント板を得る。
【構成】細線を、上記マット面より光透過率が高く、観
察者にマット面より明るく視認される平面によって描い
た一眼レフカメラ用ピント板。
【選択図】図２



(2) JP 2010-39320 A 2010.2.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
ピント状態を確認するための拡散機能を有したマット面に、該マット面とは光透過率が異
なる細線を描いた一眼レフカメラ用ピント板において、
　上記細線を、上記マット面より光透過率が高く、観察者にマット面より明るく視認され
る平面としたことを特徴とする一眼レフカメラ用ピント板。
【請求項２】
請求項１記載の一眼レフカメラ用ピント板において、上記平面細線の平面粗さＲａ(ｌ)は
、マット面の平面粗さＲａ(ｍ)より小さい(Ｒａ(ｌ)＜Ｒａ(ｍ))一眼レフカメラ用ピント
板。
【請求項３】
請求項１または２記載の一眼レフカメラ用ピント板において、上記平面細線の平面粗さＲ
ａ(ｌ)は、０．１μｍ以下であり、マット面の平面粗さ Ｒａ(ｍ)は、０．１μｍ～１μ
ｍである一眼レフカメラ用ピント板。
【請求項４】
請求項１ないし３のいずれか１項記載の一眼レフカメラ用ピント板において、上記平面細
線は、ピント板平面と平行である一眼レフカメラ用ピント板。
【請求項５】
請求項１ないし４のいずれか１項記載の一眼レフカメラ用ピント板において、平面細線の
線幅は５０μｍから５００μｍである一眼レフカメラ用ピント板。
【請求項６】
請求項１ないし５のいずれか１項記載の一眼レフカメラ用ピント板において、合成樹脂材
料の成形品からなる一眼レフカメラ用ピント板。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一眼レフカメラ用ピント板に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一眼レフカメラ用ピント板は一般に、ピント状態を確認するための拡散機能を有したマ
ット面に、測距エリアや測光エリアを表示するために、該マット面とは光透過率が異なる
細線（刻線）を描いている。この細線は従来、マット面（摺りガラス面）に形成したＶ型
断面の溝または突起からなっていた。
【特許文献１】特開２００５-３３８６６２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　Ｖ型断面の溝または突起からなる細線は、同細線部分の光の透過率がマット部分より低
いため（同細線部分で光が散乱し観察者の眼に届く光量が下がるため）、全体としては黒
い線として視認される。しかし黒い線として視認される細線は、被写体が暗いときには視
認しにくい。
【０００４】
　また、このピント板は、合成樹脂材料の成形品から構成することが普通であり、成形型
は一般にＮｉ電鋳によって形成している。Ｖ型断面の溝または突起を形成するための突起
または溝は、このＮｉ電鋳型に後加工する必要がある。しかし、Ｎｉ電鋳型は、切削加工
が極めて困難な材料であり、成形上の問題もある。
【０００５】
　本発明は、従来の一眼レフカメラ用ピント板についての以上の問題意識に基づき、被写
体が暗いときにも細線が視認しやすく、製造も容易な一眼レフカメラ用ピント板を得るこ
とを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００６】
　従来のピント板の細線は、マット面よりも光透過率を低くして黒く見せるという発想に
基づいていた。本発明者は、この発想を逆転し、細線の光透過率をマット面よりも高くす
ることで、マット面中に、明るく視認される細線を描くという着眼によって本発明を完成
したものである。
【０００７】
　本発明は、ピント状態を確認するための拡散機能を有したマット面に、該マット面とは
光透過率が異なる細線を描いた一眼レフカメラ用ピント板において、細線を、上記マット
面より光透過率が高く、観察者にマット面より明るく視認される平面によって描いたこと
を特徴としている。
【０００８】
　より具体的には、平面細線の平面粗さＲａ(ｌ)は、マット面の平面粗さＲａ(ｍ)より小
さく(Ｒａ(ｌ)＜Ｒａ(ｍ))する。
【０００９】
　さらに具体的には、平面細線の平面粗さＲａ(ｌ)は、０．１μｍ以下とし、マット面の
平面粗さＲａ(ｍ)は、０．１μｍ～１μｍとする。
【００１０】
　平面細線は、ピント板平面と平行にするのが実際的である。
【００１１】
　また、平面細線の線幅は５０μｍから５００μｍとするのがよい。
【００１２】
　本ピント板は、合成樹脂材料の成形品から形成するのがよい。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の一眼レフカメラ用ピント板は、マット面に設ける細線を観察者が明るい線とし
て視認できる平面によって設けたので、被写体が暗いときでも細線が見やすい。また、樹
脂材料の成形品から形成するとき、その金型には、平面細線に対応する、マット面より平
滑な平面を底面とする細溝を形成すればよいので、Ｎｉ電鋳金型でも容易に形成すること
ができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　図１、図２は、本発明による一眼レフカメラ用ピント板１０の一実施形態を示している
。一眼レフカメラ用ピント板１０は、周知のように、一眼レフカメラの撮像面と光学的に
等価な位置に置かれるもので、撮影レンズによる被写体像が結像され、その被写体像が接
眼レンズ（アイピース）によって観察者（撮影者）によって観察される。
【００１５】
　本実施形態の一眼レフカメラ用ピント板１０は、全体がマット面１１からなり、その中
に、測距エリアや測光エリアを示す平面細線１２を有している。マット面１１は、ピント
状態を確認するための拡散機能を有する程度の面粗さを持っている。パターンは種々知ら
れており、その面粗さは例えばＲａで０．５μｍ程度である。勿論、この面粗さの数値は
一例であり、ピント状態を確認するという目的で使用可能なマット面であれば、これに限
定されない。
【００１６】
　本実施形態の特徴とする平面細線１２は、図２に示すように、一眼レフカメラ用ピント
板１０の板厚平面と平行な平面（鏡面）からなっている。マット面は、上述のように、ピ
ント状態を確認するための拡散機能を有する面として定義されるのに対し、本実施形態の
平面（鏡面）は、マット面より光透過率が高く、観察者にマット面より明るく視認するこ
とができる面と定義する。具体的には、その面粗さは、Ｒａで０．０１μｍ程度以下であ
る。勿論、この面粗さの数値は一例であり、マット面の中でマット面より明るい線として
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視認されるという目的が達成できれば、これに限定されない。また、平面細線１２の線幅
は、５０μｍから５００μｍ程度とするのがよい。これは、従来の断面Ｖ字型の細線の線
幅が３０μｍから５０μｍであるのと比して広いが、従来の細線は黒く（暗く）認識され
るのに対し、本実施形態の平面細線１２は明るく認識されるため、幅を広くすることで視
認を容易にしている。
【００１７】
　図３は、本実施形態の一眼レフカメラ用ピント板１０の光線通過状況を模式的に示して
いる。ピント板１０に板面から直交する方向から入射した光線は、マット面１１部分では
拡散するのに対し、平面細線１２部分では直進し（平面細線１２での光透過率はマット面
１１での光透過率より高く）、観察者には、平面細線１２部分がマット面１１部分より明
るく観察される。平面細線１２は、一眼レフカメラ用ピント板１０の板厚平面と厳密に平
行にする必要はないが、あまり角度を付けると以上の作用が得られない。
【００１８】
　本実施形態の一眼レフカメラ用ピント板１０は、全体がマット面１１のピント板１０に
対し、平面細線１２を後加工して形成することが可能である。しかし、量産性を考慮する
と、樹脂材料の成形品から構成するのが好ましい。
【００１９】
　図４は、フォトリソグラフィー技術と電鋳技術を用いた成形型の製造方法の一例を示し
ている。最初に、基板２０上にスピンコート法によってポジ型（又はネガ型）のフォトレ
ジスト２１を塗布し該フォトレジスト２１の表面を可及的に平面とする（同図（Ａ））。
次に、マット面１１に対応する拡散マスク１１Ｘと平面細線１２に対応する光透過線（又
は光遮断線）１２Ｘを有する光マスク２２を用いて、フォトレジスト２１上に紫外線を照
射する（同図（Ｂ））。フォトレジスト２１を現像すると、同図（Ｃ）のように、光透過
線（又は光遮断線）１２Ｘ部分は、フォトレジスト２１の平面がそのまま残されて転写平
面細線１２Ｐが形成され、拡散マスク１１Ｘ部分にはマット面に対応する凹凸を有する転
写マット面１１Ｐが形成される。このように形成した転写マット面１１Ｐと転写平面細線
１２Ｐを有するフォトレジスト２１上に、周知の手法により、Ｎｉ電鋳層２３を形成して
いくと、該Ｎｉ電鋳層２３によって一眼レフカメラ用ピント板１０の成形型ができる（同
図（Ｄ））。
【００２０】
　すなわち、このＮｉ電鋳金型２３には、転写平面細線１２Ｐが転写された細線平面成形
部１２Ｍと、転写マット面１１Ｐが転写されたマット面政経部１１Ｍとが形成される。従
ってこのＮｉ電鋳型２３によれば、本実施形態のピント板１０を樹脂材料によって成形す
ることができる。
【００２１】
　以上の一眼レフカメラ用ピント板の成形型の製造方法によれば、従来のＶ溝加工のよう
な後加工を施す必要がなく、容易に成形型を作成できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明による一眼レフカメラ用ピント板の一実施形態を示す平面図である。
【図２】図１のII-II線に沿う断面図である。
【図３】本発明による一眼レフカメラ用ピント板による光の透過状態を模式的に示す図で
ある。
【図４】本発明による一眼レフカメラ用ピント板の成形型の製造方法の一例を示す工程図
である。
【符号の説明】
【００２３】
１０　一眼レフカメラ用ピント板
１１　マット面
１２　平面細線
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２０　基板
２１　フォトレジスト
１１Ｐ　転写マット面
１２Ｐ　転写平面細線
２２　光マスク
２３　Ｎｉ電鋳層（成形型）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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